
（注）ノルウェー、ニカラグア、エストニア、フランス、ルーマニア、チュニジア、クロアチア、バチカン、リトアニア、アルメニア、英国、コー
トジボワール、キューバ、パレスチナ（※我が国は、国家として承認していない。）、スウェーデン及びスロバキア（寄託順）。

ユネスコ「高等教育の資格の承認に関する世界規約」について

 ユネスコは、1970年代以降、学修経験の承認を他の国においても衡平・公正に取り扱うことの
重要性を認識し、高等教育の資格(入学資格、単位、学位を含む)の承認等を促進させること
を目的に、6つの「地域規約」を採択（いずれも発効済）。

 グローバル化の更なる進展等を受け、 地域規約と協調して相乗効果を発揮する目的で、
2019年第40回ユネスコ総会にて「高等教育の資格の承認に関する世界規約」を採択。

◆ 締約国における資格の承認は、透明性のある、公正な、時宜を得た及び無差別なものであるべきで
ある。（第3条）

◆ 締約国は、資格等の内容に実質的な相違がない限り、他の締約国が付与した入学資格や学位等の
資格（オンライン学習等を通じて取得された資格を含む）を承認し、又は評定する。また、単位など
の部分的な修学及び従前の学習を承認し、又は評定することができる。（第4条～第6条）

◆ 各締約国は、公式の「国内情報センター(注)」を設立し、及び維持し､自国の高等教育制度等に関す
る情報へのアクセスを提供する。（第8条）

（注）日本国内においては、（独）大学改革支援・学位授与機構に設置されている「高等教育資格承認情報センター」が担当予定

主な内容

締結の意義背景
【個人（学生等）のメリット】

旧規約（14）
▼

改正規約*（0）

中東

旧規約（46）
▼

リスボン承認規約（54）

欧州及び北米

旧規約（23）
▼

アディス・アベバ規約（13）

アフリカ

地域間規約（12）
地中海

旧規約（19）
▼

ブエノスアイレス規約*（3）

中南米

旧規約（21）
▼

東京規約（12）
2011年採択、2018年発効
※我が国は2017年12月に締結

アジア太平洋

高等教育を受ける機会

◆世界の各地域から我が国への
外国人留学生の受入れに寄与。

◆世界の各地域への日本人学生
の海外留学の送り出しに寄与。

◆高等教育の国際化に対する我が
国の積極的な姿勢を内外に示す
ことができる。

【我が国のメリット】

６つの地域規約と協調して相乗効果を発揮して高等教育の資格の承
認のための包摂的な世界的枠組みを提供し､高等教育における学生等
の世界的な移動を容易にするとともに、国際協力を促進・強化。
(20カ国の締結により発効：2022年８月現在16カ国（注）が締結）

世界規約

他の締約国の
大学や大学院等への
進学を希望する個人

教育制度の異なる
他の締約国においても

入学試験を受験する機会を確保

資格の承認

※（ ）内は締約国数、 *は未発効の規約
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